
事業番号 17

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(総務省)

予算事業名
静岡県選挙区及び神奈川県選挙区選出の参議
院議員の補欠選挙に必要な経費（予備費）

事業開始
年度

平成２１年度 作成責任者

担当部局庁 自治行政局選挙部 担当課室 管理課 課長　原山　和巳

会計区分 一般会計 上位政策 選挙制度等整備費

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

・地方財政法第１０条の４
・公職選挙法第２６３条
・国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律等

関係する計
画、通知等

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

静岡県選挙区及び神奈川県選挙区選出の参議院議員補欠選挙の管理執行

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

　静岡県選挙区選出及び神奈川県選挙区選出の参議院議員にそれぞれ１名欠員を生じたため、公職選挙法第３３条
の２及び第１１３条の規定により、平成２１年１０月２５日に補欠選挙を行った。
　その投票及び開票等の事務並びに公営制度等選挙の管理執行を行うため必要な経費を、国会議員の選挙等の執
行経費の基準に関する法律等に基づき、静岡県及び神奈川県並びに郵便事業株式会社及び各交通事業者等に交付
したもの。

実施状況
・静岡県選挙区（１０月８日告示、１０月２５日投票）
・神奈川県選挙区（１０月８日告示、１０月２５日投票）

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度要求

予算額(補正後） - - 0 0 0

執行額 - - 3,075

執行率 - - -

総事業費(執行ベース) - - 3,075

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

・静岡県　　・神奈川県
→国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に基づき、選挙執行経費を算定・交付し、その後各団体におけ
る投票所経費、開票所経費等の執行経費の実績報告に基づき、精算。

・郵便事業株式会社　　・各交通事業者等
→公職選挙法第２６３条の規定に基づき、選挙公営費を予算計上。その後、候補者の使用実績（無料葉書、無料乗車
券）に応じた各事業者からの請求に基づき、支払。

見直しの
余地

　国会議員の選挙は、地方財政法及び公職選挙法の規定に基づき、国がその経費を全額負担することとされている。
　国が負担するこの経費については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律で定められている。
　なお、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律については、平成２１年１１月に実施された行政刷新会議
における事業仕分けの意見等を踏まえ、基準額を引き下げる改正案を国会に提出したところ（審議中）。

予
算
監
視
・
効
率

化
チ
ー

ム
の
所
見

更なる見直し、改善が必要

補
　
記

　　予備費　　3,510百万円　（平成21年10月16日閣議決定）
　　執行額　　3,075百万円
　　執行率　　　87.6％



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する)
(単位:百万円)

総務省

3,075百万円

Ａ．静岡県

1,004百万円

Ｃ．神奈川県

2,050百万円

Ｅ．郵便事業(株)
20百万円

Ｆ．各交通事業者等

1百万円

補欠選挙の管理執行 補欠選挙の管理執行 候補者用無料葉書の発行 候補者用無料乗車券の発

行

Ｂ．静岡県内

37市町村

928百万円

Ｄ．神奈川県内

33市町村

1,935百万円

補欠選挙の管理執行 補欠選挙の管理執行

うち市町村への

交付額
うち市町村への

交付額



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者に
ついて記載す
る。使途と費目
の双方で実情
が分かるように

記載）

A.静岡県 Ｅ.郵便事業(株)

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

選挙公報
発行費

選挙公報の印刷費等 11 その他 候補者用無料葉書 20

公営費 新聞広告、ビラ作成、政見放送等公営費 22

事務費等
都道府県の選挙事務全般の事務費等（他
の費目に属するものを除く） 43

市町村への交付額 928

計 1,004 計 20

うち　B.静岡県内37市町村 Ｆ.各交通事業者等

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

投票所経費 投票所に係る人件費等 412 その他 候補者用無料乗車券 1

期日前投票所
経費

期日前投票所に係る人件費等 45 　　東海旅客鉄道(株)

開票所経費 開票所に係る人件費等 124 　　東日本旅客鉄道(株)

選挙公報
発行費

選挙公報の配付労務賃等 43 　　横浜市交通局

ポスター
掲示場費

掲示場の設置撤去 104 　　(社)日本民営鉄道協会

事務費等
市町村の選挙事務全般の事務費等（他の
費目に属するものを除く） 200

計 928 計 1

C.神奈川県 G.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

選挙公報
発行費

選挙公報の印刷費等 35

公営費 新聞広告、ビラ作成、政見放送等公営費 28

事務費等
都道府県の選挙事務全般の事務費等（他
の費目に属するものを除く） 52

市町村への交付額 1,935

計 2,050 計 0

うち　D.神奈川県内33市町村 H.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

投票所経費 投票所に係る人件費等 804

期日前投票所
経費

期日前投票所に係る人件費等 75

開票所経費 開票所に係る人件費等 372

選挙公報
発行費

選挙公報の配付労務賃等 90

ポスター
掲示場費

掲示場の設置撤去 169

事務費等
市町村の選挙事務全般の事務費等（他の
費目に属するものを除く） 425

計 1,935 計 0



○

地
方
財
政
法
（
抄
）

（
昭
和
二
十
三
年
七
月
七
日
法
律
第
百
九
号
）

（
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
経
費
）

専
ら
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
事
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
次
に

第
十
条
の
四

掲
げ
る
よ
う
な
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
経
費
を
負
担
す

る
義
務
を
負
わ
な
い
。

一

国
会
議
員
の
選
挙
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
及
び
国
民
投
票
に
要

す
る
経
費

二
～
八

略

○

公
職
選
挙
法
（
抄
）

（
昭
和
二
十
五
年
四
月
十
五
日
法
律
第
百
号
）

（
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
管
理
費
用
の
国
庫
負
担
）

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
次
に
掲
げ

第
二
百
六
十
三
条

る
費
用
は
、
国
庫
の
負
担
と
す
る
。

一

投
票
の
用
紙
及
び
封
筒
、
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
関

す
る
不
在
者
投
票
証
明
書
及
び
そ
の
封
筒
並
び
に
投
票
箱
の
調
製
に
要
す
る

費
用

二

選
挙
事
務
の
た
め
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
、
投
票
管

理
者
、
開
票
管
理
者
、
選
挙
長
及
び
選
挙
分
会
長
に
お
い
て
要
す
る
費
用

三

投
票
所
、
期
日
前
投
票
所
、
開
票
所
、
選
挙
会
場
及
び
選
挙
分
会
場
に
要

す
る
費
用

四
～
五
の
四

略

六

第
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
常
葉
書
の
費
用
並
び
に
同
条
第

十
項
の
規
定
に
よ
る
通
常
葉
書
及
び
ビ
ラ
の
作
成
に
要
す
る
費
用

六
の
二
～
十
一

略

十
二

第
百
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
交
通
機
関
の
使
用
に
要
す
る
費
用

○

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

（
昭
和
二
十
五
年
五
月
十
五
日
法
律
第
百
七
十
九
号
）

（
目
的
）

こ
の
法
律
は
、
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
管
理

第
一
条

す
る
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
に
つ
い
て
国
が
負
担
す
る
経
費
の
基
準
を
定

め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

略

第
二
条

（
経
費
の
基
準
の
算
定
）

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
経
費
の
種

第
三
条

目
に
つ
い
て
定
め
る
。

一

投
票
所
経
費

二

期
日
前
投
票
所
経
費

三

開
票
所
経
費

四

選
挙
会
経
費
及
び
選
挙
分
会
経
費

五

選
挙
公
報
発
行
費

六

候
補
者
氏
名
等
掲
示
費

七

ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
費

八

演
説
会
施
設
公
営
費

九

新
聞
広
告
公
営
費

十

政
見
放
送
公
営
費
及
び
経
歴
放
送
公
営
費

十
一

選
挙
運
動
用
自
動
車
使
用
公
営
費

十
二

通
常
葉
書
作
成
公
営
費

十
三

ビ
ラ
作
成
公
営
費

十
四

選
挙
事
務
所
の
立
札
及
び
看
板
の
類
作
成
公
営
費

十
五

選
挙
運
動
用
自
動
車
又
は
船
舶
の
立
札
及
び
看
板
の
類
作
成
公
営
費

十
六

ポ
ス
タ
ー
作
成
公
営
費

十
七

個
人
演
説
会
場
の
立
札
及
び
看
板
の
類
作
成
公
営
費

十
八

事
務
費

十
九

不
在
者
投
票
特
別
経
費

二
十

在
外
選
挙
特
別
経
費

～

略

第
四
条

第
十
七
条

（
交
付
）

総
務
大
臣
は
、
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
算
出
し
た

第
十
八
条

各
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
及
び
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
在
る
市
区

町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
要
す
る
経
費
並
び
に
不
在
者
投
票
管
理
者

に
お
い
て
要
す
る
経
費
で
予
算
を
も
つ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
を
都
道
府
県
に
交

付
し
、
都
道
府
県
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
在
る
市
町
村
及
び
不
在
者

投
票
管
理
者
に
お
い
て
要
す
る
経
費
と
し
て
交
付
を
受
け
た
額
を
市
町
村
及
び

不
在
者
投
票
管
理
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
及
び
３

略以
下
略

第
十
九
条



参議院選挙区選出議員の補欠選挙の概要

補欠選挙の期日

欠員の数が当該選挙区の議員の定数の４分の１を超えたとき補欠選挙を行わなければならない。
(公職選挙法第113条第1項第４号)

事由が発生した日 補欠選挙の期日
任期を異にする参議院議員の任期が終わる年 任期を同じくする参議院議員の任期が終わる年

＜参考１＞ ＜参考２＞

４ 月
第四日曜日

任期を異にする参議院議員の任期が終わる年

10 月

9/16～3/15
（第１期間）

3/16～9/15
（第２期間）

事由が発生した日 補欠選挙の期日

通常選挙の
期 日

任期を同じくする参議院議員の任期が終わる年

事由が発生した日 補欠選挙の期日

3/16～
通常選挙の告示が 行わない

（平成２２年７月２５日に
任期満了を迎える議員
の場合）平成２１年９月

補欠選挙の管理執行及び経費

(公選法第33条の2第2項)

補欠選挙の期日第四日曜日（第２期間）

(公選法第33条の2第4項) (公選法第33条の2第6項)

なされるまで
の場合）平成２１年９月

１６日以後（※）

※任期が終わる日の６月前の日が属する第１期間又は第２期間の初日以後

補欠選挙の管理執行及び経費

参議院の選挙区選出の議員の選挙は都道府県の選挙管理委員会が管理。（公職選挙法第５条）

都道府県選挙管理委員会
市町村選挙管理委員会

国会議員の選挙は、地方財政法及び公職選挙法の規定に基づき、国がその経費を負担。
(地方財政法第１０条の４ 公職選挙法第２６３条 執行経費基準法)

投票事務、開票事務、選挙公報配付、
ポスター掲示場設置等の事務

全体の管理
選挙公報印刷、新聞広告等選挙公営等の事務

選挙終了後、実績報告を行い
交付額を確定

(地方財政法第１０条の４、公職選挙法第２６３条、執行経費基準法)

市町村選挙管理委員会都道府県選挙管理委員会国

市町村分の選挙執行経費を交付
(執行経費基準法)

都道府県・市町村分の選挙執行経費を
交付

(執行経費基準法） （市町村→都道府県→国へ報告）

都道府県・市町村は、補欠選挙終了後、実績報告を行い交付額を確定

(執行経費基準法)
(執行経費基準法）



国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する

法律の一部を改正する法律案の概要

１ 改正の趣旨

国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共

団体に交付するものの現行の基準について、最近における公務

員給与の改定、諸物価の変動及び地方公共団体における選挙執

行の状況等を踏まえ、投票所経費、開票所経費等について所要

の改正を行うものである。

２ 改正の内容

(1) 最近における公務員給与の改定及び地方公共団体における選挙

執行の状況等を踏まえ、投票所経費、開票所経費及び事務費等の

基準額について、その積算基礎である超過勤務手当費等を実情に

即するよう見直し、これらの基準額を改定すること。

(2) 最近における物価の変動等を踏まえ、選挙公報発行費及びポス

ター掲示場費等の基準額について、その積算基礎である労務賃等

を実情に即するよう見直し、これらの基準額を改定すること。

(3) 施行は公布の日からとすること。



(　参　考　)

１　改正による選挙執行経費への影響額（地方公共団体委託費）

（注）１　衆議院のＢは、平成21年衆院選の予算額である。

　　　２　参議院のＢは、仮に改正しなかった場合の積算額である。

２　主な改正点
　①　投票所経費（第４条）

（改定例：市の中の投票区で、選挙人数が２千人以上３千人未満の基準額）

（注）　上記の投票所経費において選挙執行の状況を踏まえ見直した内容（衆参共通）

　　　・投票所の事務従事者数に賃金職員を導入する(正規職員８人→正規職員６人、賃金職員２人)。

　　　・投票事務に要する時間を１６時間から１４時間に見直す（法定13時間・準備撤去1.5時間ずつを、

　　　　法定13時間・準備撤去0.5時間ずつに見直す。）。

　②　開票所経費（第５条）
（改定例：市の中の開票区で、選挙人数が３万人以上４万人未満の基準額）

（注）１　上記の開票所経費において選挙執行の状況を踏まえ見直した内容（衆参共通）

　　　　・開票所の事務従事者数に賃金職員を導入する(正規職員105人→正規職員93人、賃金職員12人)。

　　　　・開票事務に要する時間を５時間から４時間に見直す（開票４時間・準備撤去30分ずつを、

　　　　　開票３時間・準備撤去30分ずつに見直す。)。

　　　２　基準額のほか、４万人以上の開票所に適用される加算係数を0.30から0.15に見直す。

　③　選挙公報発行費（第７条）
（改定例：70万世帯以上100万世帯未満の都道府県の基準額）

（注）　選挙公報は、（小）選挙区選挙と比例代表選挙の公報が併せて配布されている。

　　　　そのため、配布経費は、（小）選挙区選挙に係る発行費にのみ計上されている。

　④　ポスター掲示場費（第８条の２）
（改定例：１箇所当たりの区画数が９未満の基準額）

13,650円 14,175円 -3.7%

区に設置されるもの 14,700円 15,225円 -3.4%

町村に設置されるもの 12,600円 13,125円 -4.0%

市に設置されるもの

区  分 改　正　案 　現　行　額　
伸  率

１箇所につき １箇所につき

小選挙区選挙又は
選挙区選挙

38.42円 42.73円 -10.1%

比例代表選挙 17.41円 17.48円 -0.4%

伸  率
１世帯につき １世帯につき

休日投票（即日開票） １開票所につき

１投票所につき

397,501円

１開票所につき

区  分 改　正　案 　現　行　額　

　現　行　額　

衆議院議員選挙 403,253円

参議院議員選挙

改　正　案

318,823円

312,495円

区  分
１投票所につき

-20.9%

-21.4%

衆議院議員選挙

伸  率

伸  率

区  分 改　正　案 　現　行　額　

休日投票

-13.5%

436.4億円 517.4億円

1,165,401円 1,581,716円

参議院議員選挙 1,165,401円 1,581,716円

-26.3%

-26.3%

差　引 減少率
C(A-B)

改正案 現　行

 衆議院議員総選挙

 参議院議員通常選挙 -81.0億円 -15.6%

A B D(C/B)

536.2億円 619.7億円 -83.5億円
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